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はじめに 

令和３年度に東京都が都内の障害児通所支援事業所を対象に実施したソーシャルスキル

トレーニング（以下「SST」という。）実態把握調査（以下「SST実態把握調査」という。）

によると、半数以上の事業所がSSTを実施していると回答したものの、SSTを実施していな

い事業所では、「SSTの正しい方法が分からない」という回答が最も高く50.4％となってお

り、実施に当たっての課題があることが分かりました。また、SSTの今後の活用意向につい

ては、「活用したい／どちらかといえば活用したい」と回答した事業所が87.5％あり、多く

の事業所がSSTを療育に取り入れたいと考えていることが分かりました。 

SSTは子どもたちが将来、社会の中で過ごしていくための準備として、教育や就労支援等

の場でも広く行われています。障害児通所支援事業所においても、SSTを取り入れることで、

質の高い支援につなげ、子どもたちの「できること」を増やし、社会活動をスムーズに進め

ることができるようになると考えられます。 

 SST 実態把握調査により判明した課題を踏まえ、東京都では令和 5 年度から令和 6 年度

にかけて、障害児通所支援事業所に臨床発達心理士等を派遣し、事業所の支援方法や支援内

容を観察し、助言する SST モデル事業を実施しました。 

 「SST ガイド」は、SST モデル事業での取組や事例など、SST に関する情報をまとめて

います。本ガイドが、SST を現在実施している、または今後実施予定である事業所などにお

いて、日頃の支援の一助になることを願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

SST の概要 

SST とは 

 SST とは、社会で生活していくために必要なスキル（ソーシャルスキル）の考え方や行動

方法を学び、身に付けるための支援（トレーニング）であり、障害児への多様な支援の一つ

です。ソーシャルスキルは、障害種別や障害の程度、年齢により個性があり、社会情勢等に

よっても変化します。ソーシャルスキルを身に付けるために、特別な支援プログラムが必要

ということではありません。様々な支援場面において、子どもたちの特性に応じた声掛けや

環境設定を行うことだけでもソーシャルスキルの獲得につながる場合があります。 

 SST を実施するためには、子ども一人ひとりの状態を段階的に把握する必要があり、よ

りきめ細やかなアセスメントやモニタリングが求められます。また、「本人が自己理解を深

めること」、「保護者が子どもの障害特性を理解すること」、「友だちなどに障害特性を理解し

てもらうこと」、「他者に対し必要に応じて援助要請ができること」など求められる支援は多

岐にわたり、発達段階に応じて身に付けるべきスキルも異なります。 

下記の表は、SST 実態把握調査で、事業所が取り組んでいると回答した SST の実施例で

す。実施例について、子どもが「できる/できない」と一義的に判断するのではなく、スモ

ールステップを設定し、段階的にスキルを身に付けるための支援を提供することが必要で

す。 

 

  

例えば、「一人でトイレに行く」という目標設定をした場合、トイレに行きたいことを伝

えることができなかった子どもが、トイレに行きたいと伝えることができるようになるこ

とも、段階的なソーシャルスキルの獲得と言えます。その後、トイレの使い方を覚える、支

援員の援助を受けてトイレに行く、一人でトイレに行くことができるというように、段階的

に目標を達成することで、「トイレを使う」というソーシャルスキルが身に付いたことにな

ります。 

  

事業所における SST の実施例   

身だしなみに関すること 身辺整理、トイレの使い方 

学習に関すること 読み・書き 

移動に関すること 交通機関の利用の仕方 

就労に関すること ビジネスマナー、調理、工作、面接時の対応 

その他の生活スキル スマートフォンでの連絡の仕方（電話のかけ方）、避難訓練、

時間管理、声の大きさ 

情緒に関すること 自己肯定感、気持ちのコントロール、アンガーマネジメント 

※SST 実態把握調査（令和 3 年度）より 
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放課後等デイサービスガイドラインには、一人ひとりの子どもの発達過程を理解する目

安として発達段階区分が記載されています。すべての子どもに対して当てはまるものでは

ありませんが、必要なソーシャルスキルの目安として活用してください。 

 

参考：発達段階区分（一人ひとりの子どもの発達過程を理解する目安） 

おおむね６歳～８歳（小学校低学年）      ※放課後等デイサービスガイドラインより抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおむね９歳～10 歳（小学校中学年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおむね 11 歳～12 歳（小学校高学年） 

 

 

 

 

 

 

○ こどもは学校生活の中で、読み書きや計算の基本的技能を習得し、日常生活に必要な

概念を学習し、係や当番等の社会的役割を担う中で、自らの成長を自覚していく。 

一方で、同時にまだ解決できない課題にも直面し、他者と自己とを比較し、葛藤も経 

験する。 

○ 遊び自体の楽しさの一致によって群れ集う集団構成が変化し、そこから仲間関係や

友達関係に発展することがある。ただし、遊びへの参加がその時の気分に大きく影響

されるなど、幼児的な発達の特徴も残している。 

○ ものや人に対する興味が広がり、遊びの種類も多様になっていき、好奇心や興味が先

に立って行動することが多い。 

○ 大人に見守られることで、努力し、課題を達成し、自信を深めていくことができる。

その後の時期と比べると、大人の評価に依存した時期である。 

 

○ 論理的な思考や抽象的な言語を用いた思考が始まる。道徳的な判断も、結果だけに注

目するのではなく、動機を考慮し始める。また、お金の役割等の社会の仕組みについ

ても理解し始める。 

○ 遊びに必要な身体的技能がより高まる。 

○ 同年代の集団や仲間を好み、大人に頼らずに活動しようとする。他者の視線や評価に

一層敏感になる。 

○ 言語や思考、人格等のこどもの発達諸領域における質的変化として表れる「９、10 歳

の節」と呼ばれる大きな変化を伴っており、特有の内面的な葛藤がもたらされる。こ

の時期に自己の多様な可能性を確信することは、発達上重要なことである。 

○ 学校内外の生活を通じて、様々な知識が広がっていく。また、自らの得意不得意を知

るようになる。 

○ 日常生活に必要な様々な概念を理解し、ある程度、計画性のある生活を営めるように

なる。 

○ 大人から一層自立的になり、少人数の仲間で「秘密の世界」を共有する。友情が芽生

え、個人的な関係を大切にするようになる。 
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おおむね 13 歳以降（思春期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST の目的 

 放課後等デイサービスガイドラインには、障害児支援の 5 つの基本理念として、「障害の

特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供」、「合理的配慮の提供」、「家族支援の重視」、

「地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進」、「事業所や関係機関と連携した切

れ目のない支援の提供」が挙げられています。５つの基本理念のうち、主に「地域社会への

参加・包摂（インクルージョン）の推進」のための一つの手段として考えられるのが SST で

す。 

ソーシャルスキルを獲得し、社会生活への般化に結び付けるために、SST を実施する際

は、以下の 2 点を意識して取り組んでください。 

① 子どもの発達段階に応じ、社会で必要な考え方や行動を学び、地域での生活の対人関係

や社会活動を円滑に行えるようにすること 

○ 思春期は、こどもから大人へと心身ともに変化していく大切な時期であり、第二次

性徴などの身体的変化や精神的変化に戸惑いを感じる時期である。こうした戸惑い

と親からの自立を目指した一連の動きは、反抗的あるいは攻撃的な態度として表れ

ることも多く、家族を含め周囲の大人の対応によっては情緒的・精神的に不安定とな

る危険性がある。 

○ この時期、共通の立場にある仲間とお互いに共感し心を通じ合わせることで、危機

を乗り越えていくことも可能となる。 

○ 一方で、同じ年齢や同性の仲間との間に生じるストレスや心理的ショックなどが

「劣等感」となって定着してしまうこともある。 

○ 思春期前に培われた自己有能感を基盤として、大人とだけではなく仲間との関係性

も重視し、進学や就労など次のステージに向かう力が生まれるようにサポートする

ことが求められる。 

○ 個々のこどもの性的な発達段階や性への興味・関心に応じ、心や身体の発育や発達

に関する正しい理解をもとに適切な行動をとることができるよう、性に関して学ぶ

機会を多く作ることが重要である。 

 

 

 

○ 身体面において第２次性徴が見られ、思春期・青年期の発達的特徴が芽生える。しか

し性的発達には個人差が大きく、身体的発育に心理的発達が伴わない場合もある。 

○ 個々のこどもの性的な発達段階や性への興味・関心に応じ、心や身体の発育や発達

に関して正しく理解することができるよう、性に関して学ぶ機会を多く作ることが重

要である。 

 



6 

 

② 学んだ知識や行動を、関係者や保護者との連携のもと、日常の学校や家庭等の社会生活

に般化できるようにすること 

 

 子どもが一人で解決する力を得ることだけではなく、自分自身の強みや弱みを知って、必

要に応じて、他者に援助を伝えられるようにすることも、SST の目的の一つです。 

 SST を行う事業所が増えていくことで、社会に出たときに一つでも多くの課題や困難を

乗り越えたり、回避できる子どもが増えていくことを期待しています。 

 

SST の効果 

適切な SST を継続することで、本人のソーシャルスキルの獲得はもちろんのこと、保護

者や支援員についても以下の効果が見込まれます。 

 

  

 子どもや保護者、支援員が共通認識を持たなければ、SST の十分な効果は得られません。

支援目標を段階的に定める上で、子どもの現在地を正しく理解することが必要です。また、

SST を始めてすぐに効果が出るものは多くありません。子どもたちの「できる／できない」

の達成度だけが支援の効果ではなく、支援過程の中で、「上手く取り組めたことを積極的に

褒める」「上手くいかなかった原因を突き止め、次回につなげる」など、支援員の支援に対

する姿勢の変化も効果の一つです。子どもたちに自己肯定感を芽生えさせるために、成功体

験を多く積み重ね、達成感を得ることができるように支援を提供することが、SST の第一

歩になります。 

 

アセスメントやモニタリングの方法 

SST を実施するためには、本人や保護者へのアセスメントやモニタリングを綿密に行う

ことが必要です。その結果、本人や保護者、支援員と共通認識を持つことにつながります。   

アセスメントやモニタリングをする際は、支援時の様子、子どもや家族への面談等により、

５領域（「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人

子ども 

 

・困難さが改善されることで、人と関わることへの不安の低減、集団生活や社会

生活の場での適応が促進する 

・自己理解や他者理解、自己肯定感の醸成、自己表現手段の広がりにつながる 

保護者 

 

・子どもの特性の理解や障害受容が促進する 

・子どもの特性、障害に応じた日々の関わりや養育につながり、良好な親子関係

を築くことにつながる 

支援員 ・子どもの特性の理解が促進する 

・支援方法等の検討や振り返る場ができることで、適切な支援につながる 
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間関係・社会性」）の視点等を踏まえ、「知識（認知）」「言語的行動」「非言語的行動」の状

態を適切に把握することが大切です。 

 

 

アセスメントの際は、本人の弱点や苦手な部分のみならず、得意な部分や好きなことにつ

いても、目を向けることが必要です。子どもの特定の行動に着目し、「どうして得意（でき

る）なのか」、「どうして不得意（できない）なのか」を知ることが、子どもの状態を適切に

把握することの基本となります。普段は得意な行動でも、目標が過大な場合は、できない行

動になることもあり、子どもが不得意に感じてしまうことがあります。そうならないように、

子どもの状態を正しく把握しなければなりません。日頃から、子どもの様子を注意深く観察

し、反応や言動の小さな違いを見付け、より良い支援の提供を目指してください。 

子どもの状態を把握するためのアセスメントやモニタリングの方法として、以下のよう

な例があります。 

 

行動観察 ・共通のチェックリスト(※)を用いて、複数の目で行動観察をする。 

・施設での行動のみならず、学校等の複数の場の状況を観察するこ

とが望ましい。 

子ども本人や保護

者からの聞き取り 

・困り感や学校、家庭での様子などを聞き取る。 

・本人からは、苦手な部分のみならず、得意な部分や好きなことに

ついても聞き取る。 

関係機関からの情

報提供  

(教育分野) 

・保護者の同意を得た上で、特別支援教育コーディネーター等から

個別の教育支援シートの提供を受ける。 

(医療分野) 

・児童精神科等に通っている場合、保護者の同意を得た上で、医療

情報の提供を依頼することが望ましい。 

・日頃から主治医等との連携体制を整えておくことも重要。 

(※）チェックリストの内容は、簡素で分かり易く、経験年数や職種を問わず、現場の様々

な支援員が活用できるものが望ましい。 

 

まずは、「行動観察」によって、子どもの現在の状態を把握し、「子ども本人や保護者から

の聞き取り」及び「関係機関からの情報提供」によって、子どもの状態と周りからの評価の

違いを確認します。多角的な情報から子どもの状態を把握することで、適切な支援につなが

知識（認知） 発言内容の理解、行動するタイミングの把握など 

言語的行動 話している内容の正誤、言葉遣い、話の組立て方など 

非言語的行動 アイコンタクトや声の大きさ、表情、相手との距離感など 
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ります。 

 ただし、評価するために、事前に評価方法や指標を定めていたとしても、評価基準が支援

員によって異なっていると、正確な評価が行えません。 

例えば、「丁寧な文字を書くことができる」という指標があった場合に、「丁寧」の評価基

準を支援員の中で統一していなければ、支援の評価が異なってしまい、正しい評価になりま

せん。日頃から、支援員同士で評価基準を照らし合わせ、子どもの言動や行動の見方や考え

方を整理しておくことが必要です。 

また、子どもが長時間過ごす場所である家庭や学校での様子を知ることで、事業所での行

動が般化されているかを確認できます。事業所内では上手くいくことも、事業所の外に出る

と上手くいかないことが多くあります。子どもの生活にソーシャルスキルが般化されてい

るかを確認してください。 

 

支援プログラムの提供 

 子どもたちに支援プログラムを提供するにあたり、アセスメントやモニタリングを踏ま

え、児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成していますが、支援員の意見が反映され

ていなければ、適切な支援目標になりません。支援目標が過大で、子どもの発達段階に合っ

ていなければ、支援目標に到達することが難しくなります。子どもが取り組む日々の支援プ

ログラムの中で成功体験が少ないと、苦手意識につながります。SST についても同様で、同

じ年齢の子どもの場合でも、その時点で身に付けなければならないソーシャルスキルは、必

ず同じになるわけではありません。子どもの支援に携わる支援員の意見を反映しながら、段

階的に支援プログラムを提供することが必要です。 

 また、提供する支援の目的が異なっていれば、同じ支援内容だったとしても、子どもに対

して適切な支援になっているかどうかの評価が異なります。 

例えば、気持ちの切替えが難しい子どもや注意されると不穏になってしまう子どもがい

た場合、事業所では好きなことだけをしてもらい、パニックにならないように心掛けている

とします。心を落ち着かせることを支援の目的としている場合は適切な支援ですが、気持ち

の切替えをスムーズにできるようにすることを支援の目的としているのであれば、適切な

支援になりません。支援目標がどのようになっていて、その日に提供する支援の目的はどう

いったものなのかを支援員全員で共有しておかなければなりません。 

 支援内容が同じだったとしても、子どもたちへの声を掛けるタイミングや言葉遣いなど、

それぞれの障害特性に配慮しながら、工夫する必要があります。支援員同士で適切な支援方

法はどういったものなのかを確認し合い、適宜見直しを図りながら、より良い支援を提供し

てください。 
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SST 支援モデル事業（令和 5~6 年度実施） 

モデル事業の内容 

東京都では、令和４年度に「東京都ソーシャルスキルトレーニング支援在り方検討会」で

SST の支援の在り方を検討した結果を踏まえ、放課後等デイサービス等の支援の質の向上

や SST の支援の在り方について検証することを目的として、令和５年度から令和 6 年度に

かけて SST 支援モデル事業を実施しました。内容は、東京都が選定した放課後等デイサー

ビス事業所に対し、心理士を派遣し、事業所の支援員に対して SST に係る相談、助言等の

支援を行うものです。 

心理士の専門的な見地から、主に（１）対象児の障害の状態の把握を行い、SST の必要性

の有無や内容について、当該施設の支援員等に対し助言する、(２）当該施設における SST

の実施状況を観察し、当該施設の支援員等に対し助言する、（３）対象児の支援について、

必要に応じて保護者との面談に立ち会い、助言する、（４）対象児のアセスメントについて、

施設支援員等に必要な助言などを行いました。 

 

取組事例 

モデル事業を実施した際に判明した課題について、心理士が助言した事例を紹介します。

全ての子どもに当てはまるものではなく、子どもの状態や特性、施設の状況により異なるた

め、参考として取り扱ってください。なお、事例については、個人の特定を避けるため、一

部内容を変更しています。 

 

 

【ケース①】 

課題 

誰でも自由に療育道具を使用できる状態であり、いつも特定の子どもが占有してしま

っている状態であった。 

助言内容 

使用予約表を作成し、子どもが自由に使用できる状態ではなく、貸出ルールの中で療

育道具を使用できるようにする。 

成果（変化） 

全員が同じルールの中で過ごすことで、特定の子どもの占有を抑制し、順番を待つと

いうスキルが獲得できる。また、各々の子どもが自分の時間になれば使用できるとい

う安心感を得ることにもつながった。 
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【ケース②】 

課題 

子どもが失敗した際に「惜しかったね」や「次頑張ろう」など、漠然と声掛けを行っ

ていた。 

助言内容 

「〇〇までは上手くできていたよ」「次は〇〇を意識してみよう」など、肯定的な言葉

や正しい行動を短く端的に子どもに伝え、子どもの理解を得やすくする。  

成果（変化） 

子どもの気持ちの切替えが早くなる傾向が見えた。また、支援員は子どもを注意深く

観察するようになり、子どもの細かな変化や仕草に気付けるようになった。 

 

【ケース③】 

課題 

学習療育において「足し算をできるようにする」という目標を立てて支援をしたが、

なかなか椅子に座ろうとしない。 

助言内容 

ターゲットスキルが過大になっていないかを常時確認し、必要に応じて段階的なスキ

ル獲得となるよう見直す。 

（例：短時間着席し、学習を開始することを目標とし、徐々に時間を延ばしていく） 

成果（変化） 

小さな目標達成を積み重ねていく中で、自発的な学習につながった。また、支援員も

ターゲットスキルに問題がないか注意深く観察するようになった。 

【ケース④】 

課題 

帰り支度を子どもが嫌がったり、自発的に行動を行わないときに、すぐに支援員や保

護者が手を差し伸べていた。 

助言内容 

子どもができることを把握し、最低限の補助に努め、可能な限り自主的な行動を促す。 

成果（変化） 

自主的な行動を積み重ねることで、子どもに責任感が芽生え、否定的な行動や言動が

見られなくなった。 

 

 



11 

 

【ケース⑤】 

課題 

支援の切替えや次の行動を促す際に、上手く行動に移せない子どもがいて、時間がか

かってしまう。 

助言内容 

指示を出す際に声だけで行うのではなく、絵カードを用意し、視覚的にも伝えるよう

にする。 

成果（変化） 

指示が通りにくい子どもが、自分が取るべき行動を理解し、適切な行動につながった。

また、支援員同士で分かりやすく伝えるための方法を意見交換することが多くなった。 

 

【ケース⑥】 

課題 

適切な行動ができたり、できなかったりを繰り返しており、スキルの定着になかなか

つながらない。 

助言内容 

「〇〇してくれてありがとう」「●●だからダメだよ」など、褒めたり、指摘する際に、

理由を付けて発言する。 

成果（変化） 

子どもが良いこと、悪いことの意味を理解しやすくなり、適切な行動をすることが多

くなった。また、支援員同士でも声掛けの方法を話し合うようになった。 

 

【ケース⑦】 

課題 

皆と同じことをすることが苦手な子どもが、ゲームに興味がなくなると、その場を勝

手に離れてしまう。 

助言内容 

「その場を離れない」ことを目標とするのではなく、まずは「勝手に」離れないこと

を目標とし、「○○へ行ってもいいですか」などの承認を得るように促す。 

成果（変化） 

支援員が段階的な支援目標の立て方を理解し、他の子どもにも応用することができた。 
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【ケース⑧】 

課題 

日によって行動にむらがあり、意欲のコントロールが難しいため、支援につながらな

い日がある。 

助言内容 

本人の努力を見える化するため、評価シート（カレンダー）を作成し、課題ができた

ときには評価シートに好きな絵を描いてもらうようにする。 

成果（変化） 

本人が達成感を得られることになるとともに、「次に来た時はここに絵を描いてね」と

促すことで、課題以外にも目標が立ち、支援につながる日が増えた。 

 

上記のほかにも、「歩いて移動しよう」ではなく、支援員が「移動はどうする？」と子ど

もに聞き、「歩いて」と答えてもらうことで、自分の行動に自覚を促したり、1 日が楽しか

ったかどうかを答えてもらうだけではなく、シールの色で示してもらい、視覚的にも感情の

様子を分かりやすくするなど、様々な工夫がされていました。支援に正解があるわけではあ

りませんが、少しの工夫や子どもの状態を適切に理解することによって、子どもたちへの影

響が変わってきますので、支援員同士での話し合いを重ねていくことが必要です。 

 

SST モデル事業を実施した事業所及び心理士からの声 

 SST モデル事業を実施した事業所や心理士から、実績報告として様々なご意見をいただ

きました。その一例をご紹介します。 

 

事業所 

・支援内容を専門的な視点から振り返ることができた 

・普段の声掛けなどが SST につながっていることが分かり、すぐに取り入れ

られる内容が多かった。 

・支援員同士で支援に関するコミュニケーションが増えた。 

・SST を意識して支援することで、子どもの反応が変化していく様子を伺え

た。 

・子どもとの関わり方を少し変え、見守りや問い掛けを増やすことで、子ども

同士で考えて行動する様子を伺えた。 

・支援環境や段取りなど支援前の準備が大切だと分かった。 

・「上手くできたね」「すごいね」など日常的に使用している言葉でも、「上手く

できたね、すごく分かりやすいよ」や「○○できるのすごいね」など、ひとこ

と付け加えたり、褒めるタイミングの大切さを知ることができた。 
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心理士 

・支援員が支援の根拠を理解するきっかけとなっており、支援員の自発的な行

動につながっていた。 

・普段の支援を SST の視点から振り返るだけで、支援の効果に大きな違いが

出てくることが分かった。 

・保護者の理解が必要であり、保護者の協力やサポートが得やすい環境作りが

大切だと再認識できた。 

・支援のねらいや目的について、支援員間で共通認識を持っていないケースが

あった 

・支援内容をもう少し段階的に区切って、スモールステップを意識すると更に

良い支援ができる。 

・子どもの課題に対する取組の評価が支援員によってばらつきがないように

する必要がある。 

・学校や他事業所などとの連携が必要である。 

 

SST モデル事業のまとめ 

 従来実施している支援の中で、ソーシャルスキルの獲得につながることがたくさんある

にも関わらず、支援員が意識的に SST として支援を行えていないことが分かりました。そ

のような事業所においては、心理士のアドバイスにより、支援員が声掛けの方法を変えたり、

子どもに伝わりやすい支援環境にするなど、支援員の意識や支援環境の小さな変化が、子ど

もの目標達成に大きな変化につながっています。 

また、子どもの状態を適切に把握するためには、アセスメントやモニタリングが重要です。

支援員は「子どもや保護者がどのように考えているのか」、「支援をしている時の子どもの様

子はどうか」「できる時とできない時の違いは何か」など、日常的に意識して見る（聞く）

ことで、効果的な支援（声掛け）の提供の差につながっています。 

最後に、事業所の支援員だけでなく、保護者や学校の先生など、子どもの日常の中で接す

る「大人」が連携して同じ考え方のもとに支援に取り組むことができれば、子どもにとって

より良い支援環境を作ることができます。事業所、学校、家庭で子どもに接する方法が異な

っていると、子どもは困惑してしまいます。関係機関との連携や家族支援を並行して行うこ

とが、一貫した支援の提供につながります。 

 支援員が子どもの状態や支援内容を正しく理解し、それぞれの子どもに適した支援を提

供することが求められます。集団療育の場合には、子ども全員の課題に則した支援プログラ

ムを提供することが難しいかもしれません。しかし、支援プログラムに課題がある子ども、

課題がない子どもが混在し関わり合うことで、「相手のことを理解する」「他者と関わり合う」

などの SST のきっかけになります。改めて、SST につながる場面がないかを支援員同士で

話し合い、より良い支援プログラムを提供できるよう取り組むことが重要です。 
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SST 想定事例 

 SST モデル事業を踏まえ、対応方法や考え方の例を示すため、想定事例を作成しました。

一つの質問に対して、様々な考え方があることから分かるように、これをすれば完璧に対応

できるというものはありません。支援を提供する中で、似たような事例があり、支援方法や

考え方に迷いが出た際に、解決の糸口として想定事例を活用してください。 
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さいごに 

本ガイドは、ソーシャルスキルの獲得によって、障害児通所支援事業所に通う子どもが成

長し、社会に出で行くときに少しでも困難のない生活を過ごすことができる一助になれば

と考えて作成しました。 

ソーシャルスキルが完璧で、問題が全くない人はいません。そのため、子どもに完璧を求

めることも必要ありません。社会生活を営む中で、困ったことや上手くいかないこと、自分

には理解できないことなどはたくさんあります。その際に、一人で解決できるのか、他者に

助けを求めることができるのかを子ども自身が理解できていることが大切だと考えます。

SST を通して、支援員が子ども一人ひとりの状態を理解することはもちろんのこと、子ど

もたちが自分のことを理解することも重要です。子どもが過ごしやすい環境を作ることも

良いですが、必要に応じて、子どもが少し困った環境の中でどのように対処するのかを観察

することも、子どものソーシャルスキルの状態を確認する方法の一つです。子どもに関わる

「大人たち」が、子どもの現状の発達段階を理解し、身に付けるべきソーシャルスキルは何

なのかを考え、子どもに適した支援を行うことが必要です。 

最後に、SST モデル事業に携わっていただいた心理士の皆様に、３つのテーマ「保護者や

関係者との支援内容の共有の必要性」「SST につながりやすい支援方法や支援環境」「モニ

タリングやアセスメントの着目すべき点」について、コラムを作成していただきました。今

後の SST の参考にしていただければ幸いです。 
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